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はじめに 

  地域社会は、あらゆる人にとって生活の基盤です。近年、少子高齢化の進展、産業

構造の変化、ライフスタイルや価値観の多様化等にともない、近隣における人間関係

が希薄になっていて、さまざまな社会的ストレスを発生させています。 

何らかの支援の必要な人々にとって、これは一層深刻であり、孤立感や緊張を強い

る要因となっています。 

福祉ニーズを持つ当事者を含めたすべての住民が、住み慣れた地域で安心して暮ら

せるために、さまざまな主体が協力しながら、共に支え合う仕組みを築き、実践して

いくことが地域福祉です。 

このような中、市内各地区では、ボランティアの方々をはじめ、民生委員児童委員

協議会、地区自治振興会等が、これからの地域を見据え、住民同士の支え合いやつな

がりを拡げる活動を展開しています。 

この冊子では、各地区、地域で展開されている住民同士の支え合いやつながりの一

つである「見守り活動」について取りあげています。 

「見守りのかたち」を地域の皆さんや福祉専門職の方が一緒に考える際に活用して

いただければ幸いです。 

 

 

 

 

  

ボランティアについて 

ボランティアについての明確な定義を行うことは難しいが、一般的には「自発的な

意志に基づき他人や社会に貢献する行為」を指してボランティア活動と言われて

おり、活動の性格として、「自主性（主体性）」、「社会性（連帯性）」、「無償性（無

給性）」等があげられる。 

―厚生労働省社会援護局地域福祉課― 

 「ボランティアについて」より引用 
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１ 見守り活動について 

 
① 異変への気づき 

・外観からの気づき 

昼間でも電気がついたままになっている。/郵便受けに新聞や郵便物がたまって

いる/庭が荒れている。/何日も同じ洗濯物が干したままになっている。 

 

 

 

 

・対面での気づき 

顔色が悪く、具合が悪そうに見える、急に痩せてきたような気がする。 

話がかみあわなくなった、同じ話を何回もするようになった。 

髪や服装が乱れている、季節に合わない服を着ている。 

お店などで、勘定ができない、同じものを大量に購入している。 

 
② 専門機関への連絡および伝達 

前記のような異変に気付いたら連絡をしてください。 

 

③ 近隣の見守りボランティア等の開拓 

担当を決めて、定期的に行う見守り活動に協力をいただける近所の協力者の開

拓を行う。 

 

 

 

 

 

 

④ 関係機関が行う見守りへの業務への協力 

専門機関の職員が専門的な知識や技術を持って行う見守りに協力します。 

 

 

  



- 3 - 

 

２ 見守りネットワークのイメージ 

 

地区ネットワーク会議1進員2、訪問型住民主体のサービス3 

 
1 越前市社会福祉協議会では、小学校区ごとに区長、民生委員・児童委員、福祉推進員、老人家庭相
談員、自治振興会福祉関係部員などにより、地区の地域福祉の課題について、話し合ったり情報交換
したりする場を設けています。 
2 市では、生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）と協議体を設置し、地域資源の開発や
ネットワークを構築することにより、多様な事業主体による重層的な生活支援や介護予防サービスの
提供体制の構築を行っています。 
3 介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業といいます。）のサービスとして、ボランティア等の住

民が主体となって活動し、７団体（サポート東、サポートしらやま、サポートほやま、サポートさか

ぐち、チームスケット、支えあい南、サポートセンター北日野）が、介護予防・生活支援サービスを

提供しています。 

地区福祉 
ネットワーク会議＊1 

  

  
  

困ったときの連
絡先（10 頁に掲
載） 

 アプローチ(伴走型支援) 

気づき 

 ⑤生活支援員 

 ③家庭相談員 

区⾧ 

 ②福祉推進員 

 ①民生・児童委員 

④ふれあい推進員 

要支援者 

 訪問型住

民主体のサ

ービス＊3 

 地域支
え合い推
進員＊2 

 自治振興

会福祉関

係部員 
 

見守りネットワーク 
（町内福祉連絡会） 

[見守りの方法] 

①緩やかな見守り 

 地域住民や民間事業者が日常生活、日常業務の中で、いつもと違う、何かおかしいと感

じる人がいたら、専門の相談機関に相談するなど、地域で緩やかに行う見守り活動。 

②担当による気がかりな人の見守り 

 定期的な安否確認や声掛けが必要な人に対して、民生・児童委員、福祉推進員、老人家

庭相談員、近所の協力者が訪問するなど、担当を決めて定期的に行う見守り活動。 

③専門的な見守り 

認知症、虐待など対応が困難なケース等に対して、地域包括支援センター等の専門機関

の職員が専門的な知識や技術を持って行う見守り。 



- 4 - 

 

①民生委員・児童委員について   

 

 民生委員は、民生委員法第１条にもとづき、社会奉仕の精神をもって、常に住民の

立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、福祉事務所等行政機関の業務に協力す

るなどして、社会福祉の増進に努めています。児童委員は、地域の子どもたちが元気

に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごと

などの相談・支援等を行います。また、一部の児童委員は児童に関することを専門的

に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。 

 

・委嘱    … 民生委員は、民生委員法に基づき、区長から地区自治振興会会長

に委員を推薦していただき市長および県知事の推薦を受けて厚生

労働大臣から委嘱される特別職の県地方公務員（非常勤）です。 

また、民生委員は児童委員を兼ねています。 

 

・任期     … ３年で再任を妨げません。 

 

・受け持ち範囲… 越前市の定数は、１９８人 （民生委員・児童委員１８２人、主任

児童委員１６人）です。１２０～２８０世帯ごとに民生委員・児童

委員 1人を配置する基準となっています。  

 

・活動 

民生委員は、越前市や関係機関と連携しながら、様々な活動を行っています。また、

民生委員には、これらの活動を通して知り得た個人の秘密を守ることが義務付けられ

ています。 

 

・世帯状況の把握   

区長や福祉推進員・老人家庭相談員等と連携して世帯状況を把握し、「気がかりな

人」を見守ります。気になる変化があれば相談支援機関に相談します。 

 

・生活に関する相談・情報提供・援助  

  生活相談を受け、福祉サービス情報等の提供や利用するための支援を行います。 

 

・見守りネットワークに参加、情報交換・共有 

  気がかりな人の情報交換と見守りや支援など町内でできる活動を話し合います。 
 

・自治振興会福祉関係部会への協力 

  地区自治振興会の地区福祉ネットワーク会議へ参画します。 
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②福祉推進員について 
 

人と人のつながりを大切にし、区長や民生委員・児童委員、老人家庭相談員、町内

役員などと協力して、町内ぐるみの見守り活動や隣近所の助け合いを推進する人です。 
 

・委嘱    … 区長の推薦により、越前市長と各地区自治振興会会長、社会福祉 

        協議会会長の３者連名で委嘱しています。 

 

・任期    … ３年で再任を妨げません。 

 

・受け持ち範囲… おおよそ町内に福祉推進員１人を目安にしていますが、1 人以上

にする等、町内の実情に合わせています。 

 

・事故補償  … 活動中の事故に備えて、越前市社会福祉協議会で保険(傷害・損 

害賠償)に加入しています。（社会福祉協議会） 

 

 

③老人家庭相談員について 
 

 各いきいきシニアクラブに１人の家庭相談員が、一人暮らしや寝たきりなどのお宅

を訪問して、相談などに応じています。いきいきシニアクラブは、老後を心も体も豊

かに健康で過ごすために、６０歳以上の人が自主的に集まり、クラブ独自の活動を行

なっています。1 クラブ２０人から１００人あまりの会員で、近所に住む人の集まり

です。クラブでは、趣味の活動や地域の美化などの社会奉仕、会員同士の相互支援な

どを行っています。 
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④地域の見守り事例 

 
※福井県立大学在学生作成 社協だより大学連携版記事より一部抜粋 
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フードドライブに参加しませんか 
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おむすびプロジェクトに参加しませんか 
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フードパントリー 

 
  



- 10 - 

 

困った時の連絡先（関連機関など） 

緊急時をのぞき、まず町内で決めた連絡先（区長、民生委員・児童委員など）

へ連絡し、そこから必要な関係機関や各対象者の親族や緊急連絡先等へ連絡をと

りましょう。 
 

 

1 相談窓口 
名 称 電話番号 こんな時に 

越前市役所 社会福祉課 22-1020 
どこに相談したらよいか、 

わからない時の相談先 越前市社会福祉協議会 

地域福祉部 
22-8500 

 

2 その他、関係機関 
名 称 電話番号 こんな時に 

越前市社会福祉協議会 

地域包括支援センター 

北新庄、北日野 

味真野 
22-6111 

高齢者の総合相談窓口 

介護保険・福祉サービス 

しくら地域包括支援センター 
坂口、王子保 

南 
29-1188 〃 

あいの樹地域包括支援センター 西、神山、白山 42-5725 〃 

地域包括支援センターいまだて 
粟田部、岡本 

南中山、服間 
43-1888 〃 

地域包括支援センター和上苑 国高、東 23-5255 〃 

地域包括支援センター 

丹南きらめき 
吉野、大虫 22-7776 〃 

市福祉総合相談室 42-5788 ひきこもり 

市障害者相談支援センター 

(愛称：相談支援センターゆい) 
22-8502 障がい(児)者相談 

市こども未来課 こども家庭センター 22-3628 子ども・子育て相談 

市自立相談支援センター  

（くらしごとサポート） 
22-8500 生活困窮相談 

市消費者センター 22-3773 悪徳商法相談など 

警察 110 

緊急時の連絡 

消防・救急 119 
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